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本
書
『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』
で
は
、『
仏
説
観
無
量
寿
経
』「
序
分
」
に
お
け
る
「
是
栴
陀
羅
」
と
い
う
語
の
問
題
に
対
し
て
、「
Ｃ
『
是
栴
陀
羅
』

に
つ
い
て
」（
三
四
一
頁
以
下
）
と
い
う
一
項
を
設
け
、
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
解
説
に
つ
い
て
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
十
三
日
、
部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
よ
り
、
誤
り
の
指
摘
と
内
容
に
対
す
る
問
題
提
起
を
い
た
だ
い
た

こ
と
を
受
け
、
訂
正
と
問
題
提
起
の
内
容
を
宗
派
の
機
関
誌
で
あ
る
『
真
宗
』
誌
二
〇
一
五
年
二
月
号
に
掲
載
し
報
告
を
い
た
し
ま
し
た
。
本
書
使
用
に
あ

た
り
、
こ
の
報
告
を
添
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
訂
正
を
ご
確
認
い
た
だ
く
と
共
に
、
部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
の
問
題
提
起
と
宗
派
の
取
り
組
み
を
踏

ま
え
た
学
習
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
そ
の
後
宗
派
で
は
、「
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
を
発
足
し
、
宗
派
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
し
て

二
〇
一
六
年
六
月
、「
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
は
提
言
を
ま
と
め
た
「
報
告
書
」
を
宗
務
総
長
に
提
出
し
、
宗
派
で
は
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
引
き
続
き
協
議
を
進
め
て
い
ま
す
。「
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
　
報
告
書
」（『
真
宗
』
誌
二
〇
一
七
年
三
月
号
掲
載
）
に
つ

い
て
も
、
併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
二
〇
一
七
年
十
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
東
本
願
寺
出
版
）

部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
の「
是
栴
陀
羅
」に

関
す
る
問
題
提
起
を
受
け
て

─『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』の
訂
正
な
ら
び
に
宗
派
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
─

宗
務
総
長
　
里
雄
康
意

（
１
）
は
じ
め
に

　
二
〇
一
三
年
一
月
二
十
三
日
、
部
落
解
放
同
盟
広
島
県
連
合
会
（
以
下
、

広
島
県
連
）
よ
り
、『
仏
説
観
無
量
寿
経
』（
以
下
、『
観
経
』）「
序
分
」
に
あ

る
「
是ぜ

栴せ
ん

陀だ

羅ら

」
の
語
に
関
し
て
、『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』（
教

学
研
究
所
編
集
、一
九
九
九
年
十
月
十
日
、真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
発
行
。
以
下
、

『
学
習
の
手
引
き
』）
に
対
す
る
ご
指
摘
と
重
要
な
問
題
提
起
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。『
学
習
の
手
引
き
』
は
、『
現
代
の
聖
典
─
観
無
量
寿
経
序
分
─
』



2

第
三
版
（
教
学
研
究
所
編
集
、
一
九
九
九
年
九
月
一
日
、
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出

版
部
発
行
。
以
下
、『
現
代
の
聖
典
』）
に
と
も
な
い
発
行
し
た
も
の
で
、
今
回

ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
の
は
、そ
の
中
の
「
Ｃ
『
是
栴
陀
羅
』
に
つ
い
て
」

（
三
四
一
頁
以
下
）の
部
分
に
つ
い
て
で
す（「
旃・

陀
羅
」と
も
書
く
。
こ
こ
で
は『
真

宗
聖
典
』
の
『
観
無
量
寿
経
』
の
表
記
に
よ
る
。
た
だ
し
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
出

典
の
表
記
に
よ
る
）。

　
後
に
ふ
れ
ま
す
よ
う
に
、「
是
栴
陀
羅
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て

よ
り
部
落
解
放
運
動
の
中
か
ら
そ
の
問
題
を
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
で
は
、
同
朋
会
運
動
発
足
よ
り
『
現
代
の
聖
典
』（
初
版

一
九
六
二
年
六
月
一
日
）
を
大
切
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
て
き
ま
し
た
が
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
八
年
の
推
進
員
養
成
講
座
開
設
に
と
も

な
い
『
現
代
の
聖
典
』
第
二
版
（
一
九
八
九
年
三
月
二
十
日
）
を
出
版
し
た

際
に
「
解
説
『
是
栴
陀
羅
』
に
つ
い
て
」
を
付
し
、
宗
門
の
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
提
起
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
同
書
第
三
版
発
行
に
あ
た
り
、

よ
り
詳
し
い
解
説
を
『
学
習
の
手
引
き
』
に
増
補
し
て
掲
載
し
、
現
在
に

い
た
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
こ
の
『
学
習
の
手
引
き
』
に
関
し
て
、
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た

の
は
次
の
二
点
で
す
。

　
①�

『
学
習
の
手
引
き
』
に
あ
る
柏
原
祐
義
著
『
浄
土
三
部
経
講
義
』（
無

我
山
房
、の
ち
平
楽
寺
書
店
発
行
、初
版
一
九
一
二
年
）
の
解
説
の
中
で
、「
栴

陀
羅
」
の
「
字
解
」（
語
注
）
が
改
訂
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、「
昭

和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
発
行
の
第
三
十
三
版
（
刷
）
で
は
『
穢

多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。』
の
部
分
が
『
つ
ま
り
昔
の

印
度
人
の
誤
れ
る
種
族
観
念
の
所
産
で
あ
る
。』
と
改
訂
さ
れ
て
い

る
」（『
学
習
の
手
引
き
』
三
六
〇
頁
）
と
し
て
、
こ
の
時
点
で
誤
り
が

正
さ
れ
た
か
の
様
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
十
六
版

（
一
九
六
四
年
五
月
一
日
）
で
は
依
然
と
し
て
「
栴
陀
羅
　
梵
語
チ
ャ

ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
と
訳
す
る
。
四
種
族
の

下
に
位
し
た
家
無
の
一
族
で
、
魚
猟
、
屠
殺
、
守
獄
な
ど
を
業
と
し
、

他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
穢
多
、
非
人

と
い
ふ
ほ
ど
の
群
れ
を
い
ふ
。」（『
浄
土
三
部
経
講
義
』
五
二
三
頁
）
と

あ
り
、「
講
義
」（
解
説
）
で
は
「
大
王
は
御
心
狂
は
せ
給
ひ
て
、
非

人
の
群
れ
に
も
堕
ち
た
ま
ひ
し
か
」（『
浄
土
三
部
経
講
義
』
五
二
四
頁
）

と
あ
る
。
こ
れ
で
は
『
学
習
の
手
引
き
』
が
誤
っ
た
認
識
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
と
同
時
に
、「
栴
陀
羅
」
問
題
を
受
け
止
め
る
真
剣
さ

の
欠
如
及
び
、
そ
の
問
題
点
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表
れ
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
②�

『
学
習
の
手
引
き
』
で
は
、「『
観
経
』「
序
分
」
に
登
場
す
る
月
光
大

臣
の
視
座
と
『
観
経
』
そ
れ
自
体
の
視
座
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。『
観
経
』
は
親
鸞
聖
人
が
和
讃
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
か

な
る
逆
悪
の
も
の
を
も
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
弥
陀
の
誓
願
の
善
巧

方
便
の
相
が
説
か
れ
て
い
る
経
典
で
あ
っ
て
、『
観
経
』
の
中
の
一

登
場
人
物
で
あ
る
月
光
大
臣
が
差
別
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
『
観

経
』
自
体
が
差
別
経
典
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」（『
学
習
の
手
引
き
』

三
七
七
頁
）
と
あ
る
が
、こ
の
よ
う
な
論
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、「
栴

陀
羅
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
と
い
う
根
本
の
出
所
は
問
題
で
は
な

く
、
そ
の
状
況
を
説
明
し
た
人
が
差
別
者
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
。『
観
経
』
の
内
容
自
体
が
差
別
観
念
を
増
幅
さ

せ
て
い
る
こ
と
が
（
皮
肉
に
も
多
く
の
人
が
漢
文
で
読
ま
れ
る
お
経

の
内
容
を
理
解
し
て
い
な
い
現
実
が
あ
る
が
）、「
月
光
大
臣
の
視
座

と
『
観
経
』
そ
れ
自
体
の
視
座
と
は
違
う
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
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「『
観
経
』
自
体
が
差
別
経
典
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
考
え

方
に
つ
い
て
、
忌
憚
の
な
い
議
論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
こ
の
ご
指
摘
を
受
け
て
、
解
放
運
動
推
進
本
部
お
よ
び
教
学
研
究
所
で

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
①
の
問
題
に
つ
い
て
は
ご
指
摘
の
通
り
で
あ
る
こ
と

が
判
明
い
た
し
ま
し
た
（
訂
正
を
六
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ

さ
い
）。
②
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
お
聞
き
す
る
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
、
去
る
二
〇
一
三
年
四
月
十
二
日
、
二
〇
一
四
年
二
月
二
十
六
日

に
総
務
部
、
解
放
運
動
推
進
本
部
、
教
学
研
究
所
の
職
員
で
広
島
県
連
を

訪
問
し
、
面
談
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
、
以
下
の
よ
う
な
率
直
な
ご
意
見

を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　
・�『
観
経
』
が
法
事
な
ど
で
読
ま
れ
る
が
、
自
分
が
死
ん
だ
後
で
「
是

栴
陀
羅
」
と
い
う
言
葉
を
読
ま
れ
る
の
は
我
慢
で
き
な
い
。
単
に
日

本
の
穢
多
・
非
人
を
イ
ン
ド
の
「
栴
陀
羅
」
と
一
緒
に
す
る
な
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。「
栴
陀
羅
」
と
い
う
差
別
す
る
言
葉
を
聞
く
と

耐
え
ら
れ
な
く
な
る
。

　
・�

差
別
語
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
い
と
か
、
い
け
な
い

と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
差
別
語
の
使
用
の
可
否
よ
り
も
文
脈
の
問

題
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
部
落
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
小
説
に

差
別
語
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
小
説
全
体
の
中
で
差
別

が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
よ
い
。『
観
経
』

は
ど
う
か
。

　
・�『
観
経
』
で
は
、
母
殺
し
を
止
め
る
た
め
に
「
栴
陀
羅
」
の
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
母
殺
し
を
止
め
る
た
め
な
ら
ば
差
別
語
を
使
っ
て

よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
栴
陀
羅
」
は
貶
め
ら
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
差
別
そ
の
も
の
の
克
服
が
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
・�『
観
経
』
以
外
に
も
、
経
典
や
聖
典
に
は
差
別
的
事
項
が
多
く
あ
る
。

早
急
に
調
査
、
整
理
し
て
、
宗
門
の
課
題
と
し
て
ほ
し
い
。

（
２
）『
観
経
』
の
「
是
栴
陀
羅
」
の
語
に
つ
い
て

　
は
じ
め
に
『
観
経
』
に
説
か
れ
た
「
是
栴
陀
羅
」
の
語
に
つ
い
て
の
問

題
点
を
簡
単
に
整
理
い
た
し
ま
す
。

　『
観
経
』
序
分
・
禁
母
縁
の
中
に
、「
汚わ

刹せ
つ

利り

種し
ゅ

。
臣し

ん

不ぷ

忍に
ん

聞も
ん

。
是ぜ

栴せ
ん

陀だ

羅ら

。
不ふ

宜ぎ

住じ
ゅ

此し

。（
刹
利
種
を
汚
し
て
ん
。
臣
聞
く
に
忍
び
ず
。
こ
れ
栴
陀
羅
な

り
。
宜
し
く
此
に
住
す
べ
か
ら
ず
。）」（『
真
宗
聖
典
』
九
一
頁
）
と
の
経
文
が
あ

り
ま
す
。
母
を
殺
そ
う
と
す
る
阿
闍
世
王
を
諫い

さ

め
る
月
光
大
臣
の
言
葉
と

し
て
、「（
母
殺
し
を
行
う
よ
う
な
者
は
）
ま
る
で
栴
陀
羅
の
よ
う
な
悪
逆
の

者
だ
。
そ
の
よ
う
な
者
は
、
王
様
と
い
え
ど
も
、
一
緒
に
住
む
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
い
う
内
容
で
す
。

　
広
島
県
連
か
ら
の
問
題
提
起
は
、
こ
の
経
典
上
の
「
是
栴
陀
羅
」
と
い

う
言
葉
に
つ
い
て
の
ご
指
摘
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
言
葉
を
「
栴
陀
羅
と

は
穢
多
・
非
人
の
よ
う
な
者
だ
」
と
解
説
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
ご
指

摘
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
「
栴
陀
羅
と
は
穢
多
・
非
人
の
よ
う
な
者
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、

二
重
の
比
喩
表
現
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、「
人
間
と
し
て
許
す
べ

か
ら
ざ
る
行
為
を
な
す
者
」
は
「
栴
陀
羅
の
よ
う
な
者
」
で
あ
る
。
そ
し

て
二
つ
目
は
、「
栴
陀
羅
」
と
は
、「
穢
多
・
非
人
の
よ
う
な
者
」
で
あ
る
、

と
い
う
二
つ
の
比
喩
で
す
。
両
者
を
合
わ
せ
る
と
、「
人
間
と
し
て
許
す

べ
か
ら
ざ
る
行
為
を
な
す
者
」
は
、「
穢
多
・
非
人
の
よ
う
な
者
」
で
あ

る
と
い
う
内
容
の
比
喩
表
現
と
な
っ
て
浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。
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（
３
）
全
国
水
平
社
創
立
以
来
、
問
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と

　
こ
の
た
び
広
島
県
連
か
ら
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
『
観
経
』
の
「
是
栴
陀

羅
」
の
問
題
は
、
一
九
二
二
年
三
月
三
日
の
全
国
水
平
社
創
立
以
来
、
部

落
差
別
の
中
で
生
き
て
こ
ら
れ
た
同
朋
の
方
々
か
ら
問
わ
れ
つ
づ
け
て
い

る
問
題
で
す
。

　
一
九
三
二
年
二
月
、
内
務
省
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
「
全
国
融
和
事
業

協
議
会
」
で
は
、
東
西
本
願
寺
に
対
し
て
各
派
布
教
使
に
注
意
す
る
よ
う

促
し
て
い
ま
す
。
そ
の
提
起
を
受
け
、
同
年
四
月
の
『
真
宗
』
誌
に
掲

載
さ
れ
た
、「
真
身
会
」
会
長
武
内
了
温
氏
の
「
旃
陀
羅
解
に
つ
き
布
教

使
諸
君
に
訴
ふ
」
の
中
で
は
、
布
教
使
諸
氏
に
対
し
て
、「
布
教
使
諸
君

よ
、
決
し
て
旃
陀
羅
語
を
封
建
時
代
よ
り
継
承
せ
る
賤
称
に
約や

く

す
こ
と
勿な

か

れ
。
そ
の
一
語
を
き
く
こ
と
は
、
被
差
別
者
の
血
の
涙
を
わ
か
す
こ
と
で

あ
る
。
自
己
自
身
を
葬
る
こ
と
で
あ
る
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　
当
時
、
法
話
の
中
で
「
栴
陀
羅
」
を
実
際
の
被
差
別
部
落
と
結
び
つ
け

て
語
る
こ
と
が
常
態
化
し
て
お
り
、
結
果
と
し
て
、
被
差
別
部
落
の
人
々

を
、
人
間
と
し
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
行
為
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て

き
た
の
で
す
。

　
一
九
四
〇
年
七
月
二
十
六
日
、
全
国
水
平
社
幹
部
ら
と
東
西
両
本
願
寺

の
懇
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
全
国
水
平
社
か
ら
松
本
治
一
郎
中
央
執

行
委
員
長
、
田
中
松
月
・
栗
須
喜
一
郎
・
井
元
麟
之
中
央
執
行
委
員
、
西

本
願
寺
か
ら
本
多
執
行
長
、
藤
井
・
梅
原
執
行
、
緇く

ろ

川
社
会
部
長
等
、
東

本
願
寺
か
ら
安
田
宗
務
総
長
、
竹
中
参
務
、
英
社
会
・
円
山
教
学
両
課
長
、

武
内
真
身
会
本
部
講
師
、
平
原
同
嘱
託
、
星
谷
録
事
等
の
他
、
吉
川
吉
次

郎
近
畿
融
和
連
盟
理
事
長
、
中
外
日
報
の
三
浦
三
玄
洞
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
そ
の
席
上
で
、
全
国
水
平
社
の
井
元
麟
之
氏
よ
り
「
観
無
量
寿
経
及
び

親
鸞
聖
人
の
和
讃
の
旃
陀
羅
解
は
断
じ
て
誤
り
で
あ
り
、
そ
の
曲
解
が
差

別
観
念
を
い
か
に
助
長
し
て
き
た
か
判
ら
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
教

典
の
語
句
訂
正
も
必
要
で
あ
る
と
信
ず
る
か
ら
徹
底
的
な
検
討
と
善
処
を

要
請
す
る
」
と
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
（『
同
朋
運
動
史
資
料
三
』

二
一
一
頁
、
井
元
麟
之
「
部
落
差
別
と
仏
教
の
業
思
想
」・『
部
落
解
放
史
・
ふ
く
お
か
』

第
八
号
、
一
九
七
七
年
）。

（
４
）
戦
後
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
た
こ
と

　
戦
後
、
こ
の
「
是
栴
陀
羅
」
の
問
題
を
明
確
な
形
で
問
題
提
起
し
た
の

も
井
元
麟
之
氏
で
し
た
。
井
元
氏
は
、
仏
教
者
に
よ
る
「
栴
陀
羅
」
の
解

釈
に
つ
い
て
、
二
つ
の
面
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
「
栴
陀
羅
」

を
「
暴
悪
非
道
な
、
反
社
会
的
、
反
道
義
的
存
在
」
と
し
て
解
釈
し
、
も

う
一
つ
は
、
実
在
的
な
も
の
と
し
て
「
穢
多
、
非
人
と
い
う
ほ
ど
の
群

れ
」
と
解
釈
し
て
い
る
点
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
線
を
結
び
つ
け

た
定
義
を
仏
教
者
が
く
だ
し
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。
特
に
二
番
目
に
つ

い
て
井
元
氏
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
に
実
在
す
る
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
（
不
可

触
民
）、
か
つ
て
の
栴
陀
羅
（
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
）、
日
本
に
お
け
る
被
差
別

部
落
民
に
相
当
す
る
と
し
て
い
ま
す
（
前
掲
井
元
氏
論
文
）。

　
そ
し
て
井
元
氏
は
、「
栴
陀
羅
」
を
一
番
目
の
「
暴
悪
非
道
な
、反
社
会
的
、

反
道
義
的
存
在
」
と
断
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
許
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

提
起
さ
れ
、「
観
経
の
〝
是
旃
陀
羅
〟
と
い
う
語
句
は
、
い
わ
ゆ
る
釈
尊

の
金
口
の
説
法
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
、
そ
れ
に
至
る
過
程
を
説
明
し
た

〝
総
序
〟
の
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
訂
正
し
た
と
し
て
も
、
い
さ
さ

か
も
仏
説
を
曲
げ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
場
合
に
よ
っ

て
は
幾
多
の
差
別
観
念
を
生
み
、
こ
れ
を
助
長
さ
せ
て
い
る
〝
旃
陀
羅
〟
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の
今
日
的
立
場
か
ら
の
語
句
訂
正
は
、
む
し
ろ
釈
尊
や
親
鸞
聖
人
の
本
意

に
添
う
の
で
は
な
い
か
」（
前
掲
井
元
氏
論
文
）
と
、
経
典
か
ら
「
栴
陀
羅
」

の
文
言
の
訂
正
・
削
除
を
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
井
元
氏
の
問
題
提
起
も
、
こ
の
た
び
の
広
島
県
連
の
ご
指
摘
も
、
単
に

「
栴
陀
羅
」「
穢
多
・
非
人
」
が
差
別
語
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の

み
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
井
元
氏
の
問
題
提
起
は
、
ご
自
身
を
「
栴
陀
羅
」
と
そ
の
後こ

う

裔え
い

で
あ
る

現
在
の
イ
ン
ド
の
ア
ウ
ト
カ
ー
ス
ト
の
人
た
ち
と
共
な
る
者
と
し
て
、
ア

ウ
ト
カ
ー
ス
ト
や
被
差
別
部
落
に
対
す
る
差
別
を
問
い
、
許
さ
ず
、
は
ね

か
え
そ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
仏
教
の
基
礎

は
平
等
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
栴
陀
羅
」
を
「
暴
悪
」「
人
間
に
あ

る
ま
じ
き
行
い
を
す
る
も
の
」「
人
非
人
」
と
す
る
固こ

陋ろ
う

（
見
聞
が
狭
く
て

か
た
く
な
で
あ
る
こ
と
・
広
辞
苑
）
な
迷
信
じ
み
た
も
の
と
し
て
考
え
る
の
か
、

因
果
論
や
宿
業
論
の
業
思
想
に
よ
っ
て
世
の
差
別
を
肯
定
す
る
の
か
。
あ

な
た
た
ち
の
言
う
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
、
真
宗

に
お
け
る
人
間
の
解
放
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
と
い
う
問
い
か
け
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
冒
頭
に
紹
介
し
た
広
島
県
連
か
ら
の
「『
栴
陀
羅
』
問
題
を
受
け
止
め

る
真
剣
さ
の
欠
如
及
び
、
そ
の
問
題
点
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
表

れ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
」
と
い
う
問
題
提
起
を
受
け
て
、
私
た
ち
は
、

こ
の
課
題
を
今
一
度
、
原
点
か
ら
問
い
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。

（
５
）
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

　
一
九
八
八
年
五
月
十
三
日
に
宗
派
が
提
出
し
た
「
全
推
協
叢
書
『
同
朋

社
会
の
顕
現
』
差
別
事
件
に
関
す
る
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
へ
の
報
告

書
」
に
は
、「
教
学
・
教
化
の
領
域
に
お
い
て
は
、『
宿
業
』『
栴
陀
羅
』

等
、
何
十
年
問
い
続
け
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
未
だ
、
宗
門

と
し
て
ま
と
ま
っ
た
見
解
を
公
表
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
現
状
で
あ
り
ま

す
」（『
部
落
問
題
学
習
資
料
集
』
一
四
五
頁
）
と
報
告
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

宗
派
と
し
て
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
、「
宿
業
論
や
栴
陀
羅
の
問
題

を
見
直
し
て
い
く
べ
き
『
教
学
』
自
体
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
教
学
研

究
所
の
み
で
は
背
負
い
き
れ
ぬ
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
」、
大
谷
大
学
、

教
学
研
究
所
、
同
和
推
進
本
部
（
現
解
放
運
動
推
進
本
部
）
ら
の
人
選
に

よ
る
「
同
和
問
題
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
の
発
足
を
計
画
し
て
き
ま
し

た
（
同
）。
こ
の
「
同
和
問
題
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
の
発
足
に
つ
い

て
、
一
九
八
八
年
の
『
真
宗
』
誌
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
同
朋
会
運
動

再
生
の
た
め
に
─
全
推
協
叢
書
『
同
朋
社
会
の
顕
現
』
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
─
」（
宗
務
総
長
古
賀
制
二
）
で
は
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、「
五
、
中
間
総
括
と
今
後
の
方
途
」
と
し
て
、「
こ
の
た
び
の

こ
と
は
、『
宿
業
』
や
『
栴
陀
羅
』
の
問
題
を
含
め
て
、
わ
が
宗
門
の
積

年
の
課
題
で
あ
る
同
和
運
動
の
原
理
と
な
り
う
る
教
学
の
確
立
に
む
け
て
、

そ
の
重
大
性
と
緊
急
性
を
示
し
て
く
れ
る
ご
縁
と
し
て
う
け
と
め
」
る
と

し
て
、「
数
年
来
構
想
し
、
準
備
し
て
き
て
い
る
『
同
和
問
題
に
関
す
る

教
学
委
員
会
』
を
、
現
代
に
応
ず
べ
き
教
学
の
蘇
生
を
か
け
て
、
具
体
的

に
活
動
開
始
で
き
る
よ
う
着
手
す
る
」（
同
一
五
五
頁
）
と
、
取
り
組
み
を

進
め
る
こ
と
を
表
明
し
て
き
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、「
是
栴
陀
羅
」
の

問
題
に
関
し
て
『
現
代
の
聖
典
』
第
二
版
（
一
九
八
九
年
）
よ
り
解
説
を

付
し
て
問
題
提
起
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
同
和
問
題
に
関
す

る
教
学
委
員
会
」
を
実
動
さ
せ
、
十
分
議
論
す
る
に
い
た
っ
て
は
お
り
ま

せ
ん
で
し
た
（「
同
和
問
題
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
は
二
〇
〇
四
年
に
「
部
落
差
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別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
と
改
称
）。

　
そ
こ
で
、
こ
の
た
び
の
広
島
県
連
か
ら
の
問
題
提
起
を
機
に
、『
観
経
』

に
お
け
る
「
是
栴
陀
羅
」
の
問
題
を
あ
ら
た
め
て
受
け
と
め
、
宗
門
の
積

年
の
課
題
で
あ
る
解
放
運
動
の
原
理
と
な
り
う
る
教
学
の
確
立
に
む
け
て
、

「
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
を
解
放
運
動
推
進
本
部
に

設
置
し
、
教
学
研
究
所
と
共
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
さ
ら
に
、『
学

習
の
手
引
き
』
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
こ
の
問
題
を
、
宗
門
の
大
切
な
課

題
と
し
て
、
広
く
共
有
し
て
い
け
る
よ
う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

（
６
）
こ
れ
か
ら
の
『
観
経
』
の
学
び
に
あ
た
っ
て

　
以
上
、「
是
栴
陀
羅
」
の
問
題
は
、『
観
経
』
を
学
ぶ
上
で
大
変
重
要
な

問
題
で
あ
り
ま
す
。
現
在
、『
現
代
の
聖
典
』
を
使
用
し
た
推
進
員
養
成

講
座
や
そ
の
他
学
習
会
も
含
め
、
宗
門
に
お
い
て
『
観
経
』
に
つ
い
て
の

学
習
は
多
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
『
観
経
』
の
学
び
に
あ
た
っ
て

は
、「
部
落
差
別
問
題
等
に
関
す
る
教
学
委
員
会
」
で
の
取
り
組
み
と
共
に
、

宗
門
各
位
に
お
か
れ
て
も
あ
ら
た
め
て
「
是
旃
陀
羅
」
の
課
題
に
留
意
し

て
、
学
び
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

以
　
上

『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』
の
訂
正
に
つ
い
て

　
一
九
九
九
（
平
成
十
一
）
年
に
発
行
し
ま
し
た
『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』（
教
学
研
究
所
編
集
、
以
下
『
学
習
の
手
引
き
』）
の
「
Ｃ
『
是
栴
陀
羅
』
に

つ
い
て
」
で
は
、
大
谷
派
の
教
学
に
お
い
て
、『
観
無
量
寿
経
』
序
分
に
あ
る
「
是
栴
陀
羅
」
の
語
を
「
穢
多
・
非
人
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
て
き
た

歴
史
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
、
柏
原
祐
義
著
『
浄
土
三
部
経
講
義
』（
無
我
山
房
、
の
ち
平
楽
寺
書
店
発
行
）
の
「
栴
陀
羅
」
の
「
字
解
（
語
注
）」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

　
　�

昭
和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
発
行
の
第
三
十
三
版
（
刷
）
で
は
「
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。」
の
部
分
が
「
つ
ま
り
昔む

か
しの
印イ

ン

度ド

人じ
ん

の
誤

あ
や
ま

れ
る
種し

ゆ

族ぞ
く

観く
わ
ん念ね
んの
所し

よ

産さ
ん

で
あ
る
。」
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（『
学
習
の
手
引
き
』
三
六
〇
頁
）

　
し
か
し
、
こ
の
解
説
に
つ
い
て
、
前
述
の
よ
う
に
広
島
県
連
よ
り
、
第
三
十
六
版
（
昭
和
三
十
九
年
五
月
一
日
発
行
）
の
「
字
解
」
に
は
依
然
と
し
て
「
穢
多
、

非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
」
と
あ
る
、
と
の
ご
指
摘
が
あ
り
、『
浄
土
三
部
経
講
義
』
の
各
版
を
古
書
や
図
書
館
等
で
で
き
る
限
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
し
、
右
記
の
解
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
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版

「
栴
陀
羅
」
の
字
解

初
版
（
明
治
45
年
４
月
25
日
発
行
）

～
第
27
版
（
昭
和
８
年
９
月
１
日
発
行
）

梵
音
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
ゝ
訳
す
る
。
四
種
族
の
下
に
位
し

た
家
無
の
一
族
で
、
漁
猟
、
屠
殺
、
守
獄
な
ど
を
業
と
し
、
他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑

し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。

28
版
（
昭
和
11
年
３
月
10
日
発
行
）�

～
33
版
（
昭
和
26
年
８
月
15
日
発
行�

）

梵
音
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
ゝ
訳
す
る
。
四
種
族
の
下
に
位
し

た
家
無
の
一
族
で
、
漁
猟
、
屠
殺
、
守
獄
な
ど
を
業
と
し
、
他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑

し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
昔
の
印
度
人
の
誤
れ
る
種
族
観
念
の
所
産
で
あ
る
。

34
版
（
昭
和
29
年
10
月
20
日
発
行�
）

～
36
版
（
昭
和
39
年
５
月
１
日
発
行�

）

梵
音
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
ゝ
訳
す
る
。
四
種
族
の
下
に
位
し

た
家
無
の
一
族
で
、
漁
猟
、
屠
殺
、
守
獄
な
ど
を
業
と
し
、
他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑

し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。

改
訂
新
版
１
刷
（
昭
和
55
年
11
月
３
日
）

～
６
刷
（
平
成
19
年
７
月
10
日
発
行
）

梵
音
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
厳
熾
、
暴
厲
な
ど
と
漢
訳
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
の

四
姓
の
外
に
位
置
づ
け
さ
れ
、
人
間
と
し
て
の
人
格
を
極
端
に
剥
奪
さ
れ
て
蔑
視
さ
れ
、

差
別
さ
れ
虐
げ
ら
れ
て
き
た
人
々
の
こ
と
。

　
第
二
十
八
版
（
昭
和
十
一
年
三
月
十
日
発
行
）
か
ら
第
三
十
三
版
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
発
行
）
ま
で
は
、「
つ
ま
り
昔
の
印
度
人
の
誤
れ
る
種
族
観
念
の

所
産
で
あ
る
」
と
改
訂
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
「
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
」
に
戻
っ
て
お
り
、
改
訂
新
版
ま
で
そ
の
ま
ま
の
記
述
で
発

行
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
発
行
元
の
平
楽
寺
書
店
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、同
店
も
こ
の
事
実
お
よ
び
経
緯
を
把
握
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。『
学
習
の
手
引
き
』

発
行
当
時
、
教
学
研
究
所
蔵
書
や
、
有
縁
の
方
々
に
呼
び
か
け
て
各
版
を
調
査
し
ま
し
た
が
、
第
三
十
四
版
以
後
の
確
認
が
不
十
分
で
あ
り
ま
し
た
。
大
谷

派
で
は
、「
是
栴
陀
羅
」
の
語
を
大
切
な
課
題
と
し
て
受
け
と
め
、
学
び
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
広
島
県
連
よ
り
ご
指
摘
を
い
た
だ
く
ま
で
『
学
習

の
手
引
き
』
の
誤
り
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
発
行
を
続
け
て
お
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
誤
り
を
お
詫
び
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、『
浄
土
三
部
経
講
義
』
初
版
年
に
つ
い
て
は
、『
学
習
の
手
引
き
』
引
用
で
は
「
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）」
と
表
記
し
て
い
ま
す
が
、「
明
治

四
十
五
年
」
と
す
る
奥
付
と
「
明
治
四
十
四
年
」
と
す
る
奥
付
が
両
方
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
齟
齬
の
理
由
は
不
明
で
す
が
、状
況
か
ら
判
断
し
て
、以
後
、

初
版
年
を
表
記
し
て
い
く
場
合
に
は
「
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）」
で
統
一
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』
誤

『
現
代
の
聖
典
　
学
習
の
手
引
き
』
正

　
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
に
出
た
柏
原
祐
義
著
『
浄

土
三
部
経
講
義
』（
無
我
山
房
発
行
、
明
治
四
十
四
年
四
月
二
十
五
日
初

版
第
一
刷
発
行
）
で
は
、
ま
た
、

　
　�

旃
陀
羅
　
梵
語
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
ゝ

訳
す
る
。
四
種
族
の
下
に
位
し
た
家
無
の
一
族
で
、
漁
猟
、
屠
殺
、

守
獄
な
ど
を
業
と
し
、
他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑
し
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。

と
語
注
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
柏
原
祐
義
著
『
浄
土
三
部
経
講
義
』

で
は
、「
穢
多
、
非
人
」
と
い
う
よ
う
に
「
非
人
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
江
戸
時
代
の
注
釈
で
は
「
非
人
」
は
入
っ
て
い
な
い
。

多
く
の
版
（
刷
）
を
重
ね
た
書
物
で
あ
る
が
、
手
元
の
昭
和
八
年
九
月
一

日
発
行
の
第
二
十
七
版
（
刷
）
で
は
初
版
の
ま
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、

昭
和
二
十
六
年
八
月
十
五
日
発
行
の
第
三
十
三
版
（
刷
）
で
は
「
穢
多
、

非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。」
の
部
分
が
「
つ
ま
り
昔
の
印
度
人
の

誤
れ
る
種
族
観
念
の
所
産
で
あ
る
。」
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
日

本
と
の
類
比
の
部
分
は
消
え
て
い
る
。
こ
の
改
訂
は
「
差
別
」
と
い
う
こ

と
が
意
識
さ
れ
て
、
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
五
十
五
年

十
一
月
三
日
発
行
（
出
版
社
は
平
楽
寺
書
店
）
の
も
の
は
奥
付
が
「
改

訂
第
一
刷
」
と
な
っ
て
お
り
、
本
文
全
体
の
組
版
を
新
し
く
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　（『
学
習
の
手
引
き
』
三
六
〇
頁
）

　
と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
に
出
た
柏
原
祐
義
著
『
浄

土
三
部
経
講
義
』（
無
我
山
房
発
行
、
明
治
四
十
五
年
四
月
二
十
五
日
初

版
第
一
刷
発
行
）
で
は
、
ま
た
、

　
　�

旃
陀
羅
　
梵
語
チ
ャ
ン
ダ
ー
ラ
（can

・d

・āla

）、
暴
悪
、
屠
者
な
ど
ゝ

訳
す
る
。
四
種
族
の
下
に
位
し
た
家
無
の
一
族
で
、
漁
猟
、
屠
殺
、

守
獄
な
ど
を
業
と
し
、
他
の
種
族
か
ら
極
め
て
卑
し
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。

と
語
注
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
柏
原
祐
義
著
『
浄
土
三
部
経
講
義
』

で
は
、「
穢
多
、
非
人
」
と
い
う
よ
う
に
「
非
人
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
江
戸
時
代
の
注
釈
で
は
「
非
人
」
は
入
っ
て
い
な
い
。

多
く
の
版
（
刷
）
を
重
ね
た
書
物
で
あ
る
が
、
手
元
の
昭
和
八
年
九
月
一

日
発
行
の
第
二
十
七
版
（
刷
）
で
は
初
版
の
ま
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
る
が
、

昭
和
十
一
年
三
月
十
日
発
行
の
第
二
十
八
版
（
刷
）
で
は
「
穢
多
、

非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。」
の
部
分
が
「
つ
ま
り
昔
の
印
度
人
の

誤
れ
る
種
族
観
念
の
所
産
で
あ
る
。」
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
日

本
と
の
類
比
の
部
分
は
消
え
て
い
る
。
こ
の
改
訂
は
「
差
別
」
と
い
う
こ

と
が
意
識
さ
れ
て
、
改
訂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
緯
は
不

明
で
あ
る
が
、
昭
和
二
十
九
年
十
月
二
十
日
発
行
の
第
三
十
四
版
で

は
、「
つ
ま
り
昔
の
印
度
人
の
誤
れ
る
種
族
観
念
の
所
産
で
あ
る
。」
の

部
分
が
「
穢
多
、
非
人
と
い
ふ
ほ
ど
の
群
を
い
ふ
。」
と
い
う
表
記
に

戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
三
日
に

発
行
さ
れ
た
「
改
訂
第
一
刷
」（
出
版
社
は
平
楽
寺
書
店
）
に
お
い
て
、

本
文
全
体
の
組
版
を
新
し
く
す
る
と
と
も
に
、
語
注
も
改
め
ら
れ
た
。


